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◆
平
成
21
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
ま
で

の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

　

65
歳
以
上
の
方
に
負
担
し
て
い
た
だ

く
介
護
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間
で
ど

の
よ
う
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
、
ど
れ

く
ら
い
必
要
と
な
る
か
を
判
断
し
て
、

３
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
が

年
々
増
え
て
い
る
こ
と
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
従
事
す
る
方
の
処
遇
改
善
を
目
的

と
し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す

る
基
と
な
る
介
護
報
酬
単
価
が
見
直
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
そ
の
費

用
を
賄
う
た
め
に
保
険
料
の
見
直
し
が

必
要
に
な
り
ま
す
。（
グ
ラ
フ
１
参
照
）

○
介
護
保
険
料
の
基
準
額
が
変
わ
り
ま

し
た

　

牛
久
市
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
総
額

の
20
％
を
65
歳
以
上
の
方
に
介
護
保
険

料
と
し
て
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。（
グ
ラ

フ
２
）

　

介
護
保
険
料
を
算
定
す
る
た
め
に
、

基
と
な
る
介
護
保
険
料
基
準
額
を
市
町

村
ご
と
に
算
定
し
ま
す
。（
下
図
参
照
）

介
護
保
険
料
の
負
担
軽
減
を
目
的
に
、

介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
と
、
介
護

従
事
者
処
遇
改
善
臨
時
特
例
交
付
金
が

繰
り
入
れ
さ
れ
、
平
成
21
年
度
か
ら
平

成
23
年
度
の
基
準
額
は
３
６
９
０
円
と

な
り
ま
し
た
。

グラフ1　介護サービス費の推移

牛久市が介護保険制度

を運営するための財源

65歳以上の方の負担分

20％

牛久市に住む

65 歳以上の方の人数
基準額× ÷ ＝

図　介護保険料基準額の算定方法

グラフ2

　介護保険制度を運営する

　ための財源割合

介
護
保
険
制
度
が

変
わ
り
ま
し
た
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○
所
得
段
階
区
分
が
８
段
階
に
変
わ
り

ま
し
た

　

所
得
に
応
じ
て
き
め
細
か
く
対
応
で

き
る
よ
う
、
介
護
保
険
料
の
所
得
段
階

区
分
を
７
段
階
か
ら
８
段
階
に
見
直
し

ま
し
た
。
介
護
保
険
料
は
、
65
歳
以
上

の
被
保
険
者
ご
と
の
所
得
に
応
じ
、
下
表

の
段
階
区
分
の
基
準
で
算
定
さ
れ
ま
す
。

※
第
四
所
得
段
階
の
一
部
の
方
に
つ
い

て
は
、
特
例
割
合
の
適
用
に
よ
り
保

険
料
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

◆
要
介
護
認
定
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
必
要
な
介

護
認
定
が
、
適
正
か
つ
効
果
的
に
行
わ

れ
る
た
め
に
、
要
介
護
認
定
制
度
が
見

直
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
見
直
し
に
よ

り
、
介
護
認
定
調
査
項
目
が
82
項
目
か

ら
74
項
目
に
変
更
さ
れ
、
要
介
護
認

定
制
度
開
始
当
初
か
ら
使
用
さ
れ
て
い

た
一
次
判
定
を
行
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

シ
ス
テ
ム
が
、
現
在
の
状
況
に
合
わ
せ

て
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
認
定
調
査
を
受

け
る
際
は
、
ご
本
人
や
ご
家
族
が
普
段

困
っ
て
い
る
こ
と
や
、
不
便
に
思
っ
て

い
る
こ
と
を
具
体
的
に
遠
慮
な
く
調
査

員
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

所得段階区分 区　分　基　準 平成21年度の介護保険料（年額）

第一所得段階
老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税および生活保
護受給者の場合

3,690円×0.5 ×12月 =22,100円

第二所得段階
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所
得金額の合計が80万円以下の場合

3,690円×0.5 ×12月 =22,100円

第三所得段階
世帯全員が住民税非課税で、第二所得段階に該当しな
い場合

3,690円×0.75×12月 =33,200円

第四所得段階
（特例割合適用）

本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金
額の合計が80万円以下の場合（同じ世帯に住民税課税
者がいる場合）

3,690円×0.9 ×12月 =39,800円

第四所得段階
本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金
額の合計が80万円を超える場合（同じ世帯に住民税課
税者がいる場合）

3,690円×1.0 ×12月 =44,200円

第五所得段階 本人が住民税課税で合計所得金額125万円未満の場合 3,690円×1.15×12月 =50,900円

第六所得段階
本人が住民税課税で合計所得金額125万円以上200万
円未満の場合

3,690円×1.25×12月 =55,300円

第七所得段階
本人が住民税課税で合計所得金額200万円以上400万
円未満の場合

3,690円×1.5 ×12月 =66,400円

第八所得段階 本人が住民税課税で合計所得金額400万円以上の場合 3,690円×1.75×12月 =77,400円

※端数処理しています。

問い合わせ　市高齢福祉課☎内線1751～1753
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